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個々の児童生徒に係る教育課程の編成・実施のための「２階シート（仮称）」（イメージ案）

現状

 個々の児童生徒に着目した特別の教育課程の編成・実施に当たり、対象となる児童生徒一人一人の個性や特性に応じて資質・能力の着実な育成を図
るため、指導計画等を作成・活用することが必要。

 現状、各学校では、障害のある児童生徒、日本語指導が必要な児童生徒、不登校児童生徒への支援等のために、指導計画や「児童生徒理解・支援
シート」等が作成・活用されているが、それぞれの計画等で相互に重複する記載があったり、計画等を相互に連携して機能させることが困難といった課題
がある。

 こうした現状も踏まえ、教師の過度な負担・負担感を生じさせず、児童生徒をできる限り包括的に支援し、教育の質の向上に繋げるために、これらの計
画等を一つの電子ファイルで一体的に運用することができる様式（「２階シート」（仮称））を国として示し、「２階」における複数の特例に重複しても
俯瞰的に当該児童生徒への支援ができるようにする。

今後（改訂後）

個別の
教育支援計画

個別の
指導計画

②A ②B児童生徒
理解・支援シート
（支援計画）

① 日本語指導
特別の教育課程
個別の指導計画

③

Bさん（通常学級在籍／特別な支援を必要とする／日本語指導が必要な児童生徒）

Aさん（通常学級在籍／通級指導を受ける／不登校児童生徒）

① ②A ②B

③②A ②B

• 不登校児童生徒、障害のあ
る児童生徒、日本語指導が
必要な児童生徒等に対する
支援計画を統合したもの

• 実態は、不登校児童生徒の
ための作成・活用がほとんど

• 法令上、特別支援学校、特別支
援学級、通級指導を受ける児童
生徒について作成は義務

• 通常学級に在籍する特別な配慮
を必要とする児童生徒などについて
の作成は努力義務

日本語指導が必要な外
国人児童生徒等の指
導・支援のために作成

作成状況（例）
〈個別〉【指導計画】

児童生徒理解・支援シート

特別の教育課程
通級指導
特別支援学級

特別の教育課程
日本語指導

特別の教育課程
不登校

特別の教育課程
特異な才能

〈共通〉【支援計画相当】
＋

２階シート（仮称）

新規作成 新規作成新規作成 改善

改善

• ＜共通＞特別の教育課程の編成が必要な場合を含め、個別の指導・支援
が必要な場合は、 児童生徒に関する基礎的な情報を記載する
「児童生徒理解・支援シート」を作成することとしてはどうか。

• ＜個別＞個々の児童生徒ごとに、編成する特別の教育課程の内容に応じ
た様式を作成することとしてはどうか。複数の特別の教育課程を編成・実施す
る場合は、本様式で記載の重複を避け俯瞰して連携できるようにしつつ、そ
れぞれの特例ごとの様式では固有の事項を重点的に記載して作成することを
想定。

①と②Aにおいて、当該児童生徒に関す
る基本的な情報について記載内容にかな
りの重複があり、非効率。作成自体に負
担がある…

②Bと③において、特別支援の観点を踏ま
えた通常の教科等の指導と日本語指導の
計画を別々に作成することになるので、連携
した指導がしづらい。教育活動全体を俯瞰
して関係者と連携したり、一体的な指導・
支援が困難…

補足イメージ

※ 本様式は、特別支援学級、通級指導を受ける児童生徒、通常の学級に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒につ
いて、法令上作成が求められている個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成に活用できる様式とする方向で検討。

※ 特別支援学校における個別の教育支援計画・自立活動を含む個別の指導計画との関係性は別途整理が必要。
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